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⚫ 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者
（第一種電気通信事業者（2004年法改正前))

1987(昭和62)年9月設 立

電気通信事業者共通の課題への対処等を通じて、電気通信事業の健全な発展

と国民の利便性向上に資することを目的

⚫ 正会員 47社 （令和7年12月1日現在）

目 的

会員構成及び会員数

会 長 島田 明（ＮＴＴ株式会社代表取締役社長）

事業概要

⚫ 電気通信事業の健全な発展に資する取組（ネットワークの安全性・信頼性の
確保対策の充実強化等）

⚫ 消費者支援策の充実・推進に資する取組（苦情相談体制の運営等）
⚫ 社会貢献に資する取組（電気通信サービスの不正利用防止対策の推進等）

⚫ 基礎的電気通信役務（電話・ブロードバンドのユニバーサルサービス）に係る

支援機関業務の実施

⚫ 電話リレーサービス支援機関業務の実施

総務大臣指定の支援機関業務

電気通信事業者協会（TCA）
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ＴＣＡにおける取組状況

⚫ TCAでは、総務省の要請等を踏まえ、会員における価格転嫁を促進し、サプライチェーン全体の共存共栄を図るため、「
適正取引の推進と付加価値向上に向けた自主行動計画」（以下「計画」という。）を策定（令和6年5月29日）。

⚫ これまで、総務大臣要請事項及び計画の取組状況をフォローアップする観点から、会員へのアンケート調査を実施する
とともに、アンケート調査結果については、会員へ共有し、更なる取組を促進。

⚫ また、価格転嫁に関する政府の情報を会員に周知するとともに、会員の理解促進のため、総務省主催の「製造委託等に
係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（取適法（改正下請法））の説明会を実
施。

１．自主行動計画の策定

＜適正取引の推進と付加価値向上に向けた自主行動計画＞

原則１．開かれた公正・公平な取引
２．サプライチェーン全体の共存共栄
３．双方向コミュニケーションの確保

Ⅰ. 重点課題に対する取組
１．合理的な価格決定
２．取引先への代金支払の適正化
３．知的財産・ノウハウの保護
４．働き方改革に伴うしわ寄せ防止

Ⅱ．国の定める指針・ガイドライン等の遵守
Ⅲ. 取引先支援活動の推進
Ⅳ．教育・人財育成の推進
Ⅴ．定期的なフォローアップ、PDCA の実行

２．アンケート調査の実施（計画のフォローアップを含む）

（１）令和６年１１月 アンケート調査の実施

⚫ 労務費等の転嫁状況を調査（全14問）
✓ 単価の決定・改定にあたり、仕入先（発注先）との協議の実施

状況、仕入先（発注先）の各コストの増加がある場合の反映状
況

✓ 各仕入先（発注先）との取引について、「労務費の適切な転嫁
のための価格交渉に関する指針」に記載される各項目の遵守状
況

（２）令和７年１１月 アンケート調査の実施

⚫ 総務大臣の要請事項及び計画の取組状況を調査（全30問）
✓ 令和7年3月、総務大臣要請事項（自主点検、情報発信等）
✓ 令和7年11月、総務大臣要請事項（間接経費の対象化等）
✓ 計画の取組状況（仕入先（発注先）との協議の実施状況

等）
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ＴＣＡにおける会員アンケート調査の実施結果（１）

⚫ TCAでは、計画に定める取組の実施状況を確認し、会員企業の取組を促進する観点から、令和6年11月に、労務費
等の転嫁に関する項目を中心にアンケートを調査実施（全14問）。
＜調査項目＞
・2024年度に適用する単価の決定・改定にあたり、取引を行う仕入先（発注先）との協議の実施状況
・2024 年度に適用する単価の決定・改定にあたり、仕入先（発注先）の各コストの増加がある場合の反映状況
・直近１年間の各仕入先（発注先）との取引について、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に記載される各項目の
取組状況（経営トップの関与、要請があれば協議に応じる、交渉記録の作成・保管等）

⚫ 会員の対応状況は、概ね、適切に対応。ただし、価格交渉の記録の作成・保管等、より一層の取組が必要となる項目
も一部確認できたため、会員企業への取組の徹底を要請。

（注）アンケート対象会員 全会員46社中、26社（回答は18社（一部17社））
【アンケート対象から除いた会員】
CATV連盟のアンケート対象であるCATV兼業の会員、電気通信事業以外の事業が大半を占める会員、資本金1000万円以下の会員

【取引先との協議の実施状況】

全て反映した, 

9社, 53%概ね反映した, 

5社, 29%

一部反映した, 

3社, 18%

【価格の反映状況】

全てについて対応

できている, 1社, 5%

概ね対応できてい

る, 7社, 39%

一部対応できている, 

5社, 28%

あまり対応できて

いない, 4社, 22%

対応できていない, 

1社, 6%

【交渉記録の作成・保管状況】

全ての取引先と協議

した, 3社, 17%

多くの取引先と協

議した, 10社, 56%

一部の取引先

と協議した, 

4社, 22%

全く協議しなかった, 

1社, 5%

グラフ中の数字は、社数、割合(%)
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ＴＣＡにおける会員アンケート調査の実施結果（２）ー１

⚫ TCAでは、総務大臣からの要請事項への対応状況及び計画に定める取組の実施状況を確認し、会員の取組を促進
する観点から、令和7年11月に、アンケート調査を実施（全30問）。
＜調査項目＞
・「価格転嫁・取引適正化対策に関する取組の促進について（要請）」（令和7年3月10日）の対応状況（自主点検、情報発信等）
・「価格転嫁・取引適正化に関する今後の取組について（要請）」（令和7年9月11日）の対応状況（間接経費の対象化等）
・計画の取組状況（仕入先（発注先）との協議の実施状況等）

⚫ 会員の対応状況は、概ね、適切に対応しているが、会員の中には、項目によっては、「検討中」、「行っていない」などの回
答も見受けられることから、この結果を共有し、引き続き、会員の取組を促進。

グラフ中の数字は、社数、割合(%)

②改善措置を講ずる社内体制整備①自主点検

下請法への対応
（①自主点検・②社内体制整備）

下請法等改正法施行前からの自主的な対応
（自主的な是正）

行っている, 

17社, 89%

行っていない, 

2社, 11%

是正を行った, 

3社, 16%

法改正後に是正

する予定である, 

3社, 16%

是正が必要な

行為はない, 

13社, 68%

体制を整えている, 

16社, 84%

体制を検討中である, 

3社, 16%
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ＴＣＡにおける会員アンケート調査の実施結果（２）ー２

（注）アンケート対象会員 全会員47社中、26社（回答は19社）
【アンケート対象から除いた会員】
CATV連盟のアンケート対象であるCATV兼業の会員、電気通信事業以外の事業が大半を占める会員、資本金1000万円以下の会員

最終製品等に提供する企業等の
①価格決定の配慮及び②価格転嫁に係る情報発信 【取引先との協議の実施状況】

②価格転嫁の情報発信①価格決定の配慮

行っている, 

16社, 84%

これから行う

予定である,  

1社, 5%

行なう予定はない, 2社, 11%

行っている, 

9社, 47%

これから行う予定である, 

3社, 16%

行なう予定はない, 

7社, 37%

全ての仕入先（発

注先）と協議した, 

4社, 21%

多くの仕入先（発注先）と協議した, 

11社, 58%

一部の仕入先（発注先）

と協議した, 4社, 21%

【商慣習の見直し】【パートナーシップ構築宣言】

既に宣言・公

表している,  

13社, 68%

宣言・公

表の準備

中である,  

2社, 11%

対応できていない, 

4社, 21%

間接経費全般を既

に対象としている, 

13社, 68%

間接経費の一部を既

に対象としている, 

4社, 21%

対象とする検討をしている, 

2社, 11%

【間接経費の価格交渉の対象化】

改善すべき商

慣習はな

かった, 

14社, 74%

改善すべき商慣

習があったた

め、必要な見直

しを行った,  

2社, 10%

改善すべき商慣習の有無

は、これから確認する予

定である, 3社 16%
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⚫ 会員においては、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」、ＴＣＡ自主行動計画、パートナーシップ構
築宣言等に基づき、各会員が工夫を凝らしつつ、積極的に対応を進めている。

会員における取組事例

【取引先へのアンケートの実施/取引先とのコミュニケーションにも活用】
• 取引先に、価格協議の実施状況・価格転嫁の状況、満足度等について、アンケートやヒアリングを実施し、その結果に基づき、改善

活動を推進（また、アンケート結果に基づき取引先との個別コミュニケーションも実施）

【チェックシートの作成、商慣習の見直し】
• 公正取引委員会の調査項目を反映した社内用のチェックシートの作成、確認

【管理簿作成、経営陣の関与】
• 価格交渉の管理簿を作成し、四半期ごとに経営者が参加する会議での報告等

【発注部門以外の関与】
• 法務担当による定期的確認、監査部門による監査対象、調達部門による全社の調達・委託契約状況等の確認・助言等
• 価格交渉において、原則すべての取引に調達部門が関与する体制を整備

【発注部門における責任者、適正取引担当者の配置】
• 発注部門責任者に対して、取引先の資本金や取引内容を確認した上で、適用される法令や指針等の遵守を徹底する役割を与え

、また、各発注部門には1名の適正取引担当者を置き、点検。

【目標設定、進捗管理】
• 自社の自主行動計画において、目標（例：下請事業者との取引における透明性向上など）を設定し、定期的に進捗状況を評価

【取引先からの申告窓口の設置】
• 取引先からの匿名申告可能なホットライン等の設置

【情報発信、社内周知】
• パートナーシップ構築宣言等のＨＰ掲載、サプライヤを対象とした連絡会での方針周知。
• トップメッセージの発出、社内向けＨＰに制度や注意点等を掲載しているほか、会議、セミナーにおける周知、e-Learning講習、ポ

イント解説の漫画コンテンツの展開等、社内周知の徹底



8

今後の価格転嫁・取引適正化対策に関する取組

⚫ 取適法（改正下請法）の施行（令和8年1月1日）に合わせ、自主行動計画を改訂する予定。
⚫ 自主行動計画の実施状況を確認するため、計画のフォローアップとして、会員へのアンケートを実施し、会員における取

組を促進。
⚫ 会員における価格転嫁促進のため、会員間の意見交換や情報共有の場の設置（検討中）。

【自主行動計画の改訂】
• 取適法の施行の内容のほか、総務大臣からの要請やアンケート結果に基づき、ＴＣＡとして取組を強化すべき内容を追記する

など、TCAの自主行動計画の改訂

【自主行動計画のフォローアップ（会員アンケート）】
• 会員における価格転嫁・取引適正化に係る取り組み状況を確認するため、計画のフォローアップとして、会員へのアンケートを定期

的に実施し、その結果を共有し、会員における取組を促進

【会員間の意見交換や情報共有の場】
• 会員における価格転嫁・取引適正化対策の促進のため、会員間での意見交換や政府や会員・他団体の情報の共有の場の設

置（検討中）
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中小企業庁：価格交渉促進月間フォローアップ調査結果（１）

⚫ 中小企業庁では、毎年２回、「価格交渉促進月間」（３月、９月）の終了後に、中小企業（受注者側）を対象に、
価格交渉・価格転嫁等の状況およびパートナーシップ構築宣言の履行状況を把握することを目的として調査を実施・結
果公表。

⚫ 直近（2025年3月）の調査結果では、価格交渉の実施状況、価格転嫁の実施状況の業種別ランキングにおいて、「
通信」は下位となっている。＊電気通信事業数は約2万６千社（令和７年通信白書）

【価格交渉の実施状況】 【価格転嫁の実施状況】

（出典：中小企業庁「価格交渉促進月間（2025年3月）調査結果）
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⚫ 中小企業庁の同じフォローアップ調査の結果の中で、10社以上の回答者（受注側中小企業）から、「主要な取引先」と
して挙げられた発注側企業（446社及び71の国の機関・地方公共団体）について、受注側中小企業からの価格交渉
、価格転嫁、支払条件の３つ項目の回答状況を点数化し、その平均値を4区分（＊）に分類・整理し、リストとして公表。

⚫ 会員3社（NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク）がリストにあがっているが、リスト化された発注側企業の中では、上位或い
は中位となっており、３社とも取組が進んでいると考えられる（受注側企業の回答状況の点数評価が高くなっている）。

中小企業庁：価格交渉促進月間フォローアップ調査結果（２）

会員 回答項目 2025年3月 2024年3月

ＮＴＴドコモ 価格交渉 ア ↑ ウ

価格転嫁 イ イ

支払条件 ア ー

ＫＤＤＩ 価格交渉 イ ↑ ウ

価格転嫁 イ ↑ ウ

支払条件 ア ー

ソフトバンク 価格交渉 ア ↑ イ

価格転嫁 ウ ウ

支払条件 ア ー

（＊）ア 平均値が７点以上、イ 平均値が７点未満、４点以上、ウ 平均値が４点未満、０点以上、エ 平均値が０点未満

平均値評価（回答項目数） 企業数 備考（会員）

ア（3） 58社

ア（2）、イ（1） 157社 NTTドコモ

ア（2）、ウ（1） 19社 ソフトバンク

ア（2）、エ（1） 1社

ア（1）、イ（2） 92社 KDDI

ア（1）、イ（1）、ウ（1） 58社

ア（1）、イ（1）、エ（1） 6社

ア（1）、ウ（2） 16社

イ（3） 8社

上記以外 31社

受注側中小企業の回答が10社以上あった発注側446社
の平均値評価の状況

【リストに掲載された会員の状況】

（注1）支払条件は、2025年3月の調査から実施
（注2）KDDIについては、2024年3月はリスト化されていないため、

その直近の2023年9月の点数評価としている。

• 発注者側へのアンケート（発注側と受注側の双方の認識のずれを確認でき、受注者とのコミュニケーションの改善につながる）
• フォローアップ調査の「業種」の内訳や定義の明確化（発注側の通信における分野や通信における受注側の業種がわかれば、より対応

改善等にもつながる）
• フォローアップ調査の回答方法の改善（受注側の課題が浮き彫りになる設問（あるいは自由記載欄など）があれば、より対応も容易に

なる）

価格転嫁等の促進に向けて（本調査がより取組の促進につながるものとなるために）
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中小企業庁：価格交渉促進月間フォローアップ調査結果（参考）

【調査における回答の選択肢及び選択肢の点数】
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